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『産経新聞』2015 年 2 月 11 日付朝刊 7 面に掲載された、曽野綾子氏のコラム「労働力不足と移民」

は、南アフリカのアパルトヘイト問題や、日本社会における多様なルーツをもつ人々の共生に関心を寄

せてきた私たちにとって、看過できない内容を含んでおり、著者の曽野綾子氏およびコラムを掲載した

産経新聞社に対して、ここに強く抗議いたします。 

 曽野氏はコラムのなかで、高齢者介護を担う労働力不足を緩和するための移民労働者受入れについて

述べるなかで、「外国人を理解するために、居住を共にするということは至難の業」であり、「もう 20

～30年も前に南アフリカ共和国の実情を知って以来、私は、居住区だけは、白人、アジア人、黒人とい

うふうに分けて住む方がいい、と思うようになった」との持論を展開しています。 

 「アパルトヘイト」は現地の言葉で「隔離」を意味し、人種ごとに居住区を分けることがすべてのア

パルトヘイト政策の根幹にありました。また、アパルトヘイトは、特権をもつ一部の集団が、権利を剥

奪された他の集団を、必要なぶんだけ労働力として利用しつつ、居住区は別に指定して自分たちの生活

空間から排除するという、労働力管理システムでもありました。移民労働者の導入にからめて「居住区

を分ける」ことを提案する曽野氏の主張は、アパルトヘイトの労働力管理システムと同じです。国際社

会から「人道に対する罪」と強く非難されてきたアパルトヘイトを擁護し、さらにそれを日本でも導入

せよとの曽野氏の主張は言語道断であり、強く抗議いたします。このような考え方は国際社会の一員と

しても恥ずべきものです。 

 おりしも、このコラムが掲載された 2015年 2月 11日は、故ネルソン・マンデラ氏が釈放されて、ち

ょうど 25 年目にあたる日でした。その記念すべき日に、南アフリカの人びとが命をかけて勝ち取った

アパルトヘイトの終焉と人種差別のない社会の価値を否定するような文章が社会の公器たる新聞紙上

に掲載されたことを、私たちはとても残念に思います。 

 曽野綾子氏と産経新聞社には、当該コラムの撤回と、南アフリカの人々への謝罪を求めます。また、

このような内容のコラムが掲載されるに至った経緯、および人権や人種差別問題に関する見解を明らか

にすることを求めます。以上について、2015年 2月 28日までに文書でアフリカ日本協議会（AJF）へ

お知らせくださるようお願いいたします。また、貴社のご対応内容については他の市民団体、在日南ア

フリカ共和国大使館、国際機関、報道機関などへ公開するつもりであることを申し添えます。 
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